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議案第２２号 

藤井寺市国民健康保険条例の一部改正について 

 

○藤井寺市国民健康保険条例（昭和３６年藤井寺市条例第８号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第９条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職

被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）

に係る基礎賦課額（第１９条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準と

して算定した額とする。 

第９条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職

被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）

に係る基礎賦課額（第１９条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準と

して算定した額とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおいて「国民

健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に要す

る費用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に規定す

る療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額のう

ち、次に掲げる額の合算額を除く額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおいて「国民

健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に要す

る費用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に規定す

る療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額のう

ち、次に掲げる額の合算額を除く額 

（ア） 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和３４年政令第４

１号。以下「算定政令」という。）第６条第６項第１号に掲げる額（国民健康保

険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令（昭和３８年厚生省令第１０号）

第６条第１号ハからヌまで及びヲ（大阪府知事が定めたものに限る。）並びに附

則第７条第２号又は第３号に掲げる額の合計額を除く。） 

（ア） 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和３４年政令第４

１号。以下「算定政令」という。）第６条第６項第１号に掲げる額（国民健康保

険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令（昭和３８年厚生省令第１０号）

第６条第１号ハからヌまで及び附則第７条第２号又は第３号に掲げる額の合計

額を除く。） 

（イ）・（ウ） （略） （イ）・（ウ） （略） 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費

用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第

７２条の３第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金（退

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費

用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第

７２条の３第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金（退
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改正後 改正前 

職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）の額並びに算定政

令第６条第６項第１号（国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省

令第６条第１号ハからヌまで及びヲ（大阪府知事が定めたものに限る。）並びに附

則第７条第２号又は第３号に掲げる額の合計額を除く。）、第２号及び第３号に掲

げる額を除く。）の額 

 

職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）の額並びに算定政

令第６条第６項第１号（国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省

令第６条第１号ハからヌまで及び附則第７条第２号又は第３号に掲げる額の合計

額を除く。）、第２号及び第３号に掲げる額を除く。）の額 

 

 

 



 


